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【許可地域（全域）】

・自己外広告物の合計幅は、
　敷地の間口幅の３分の１以下、かつ、10ｍ以下
　（整形・均等配置に限る）
　※１の敷地に１基の設置は認める。
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敷地境界線
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※広告物の合計幅には、原則として広告物間の離隔距離を含む。
　ただし、その離隔距離が 50 ㎝以下の場合を除く。

自己外広告物である広告塔と
広告板の合計幅は、当該敷地
の間口幅の３分の１以下、か
つ、10ｍ以下であること（整形・
均等配置されたものに限る）
ただし、１の敷地に１基の設
置は認める

【 許可基準 】
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● 合計幅の算定方法（離隔距離の考え方）

【 事例① 離隔距離Ｄ₁,E₁が 50cm以下の場合 】

50cm≧Ｄ₁、50cm≧Ｅ₁

敷地の間口幅の 3分の 1
かつ
10m

≧   A₁ + B₁ + C₁

【 事例② 離隔距離Ｄ₂のみが 50cmを超える場合 】

Ｄ₂＞50cm、50cm≧Ｅ₂

敷地の間口幅の 3分の 1
かつ
10m

≧   A₂ + B₂ + C₂ + D₂

【 事例③ 離隔距離Ｅ₃のみが 50cmを超える場合 】

50cm≧Ｄ₃、Ｅ₃＞50cm

≧  A₃ + B₃ + C₃ + Ｅ₃
敷地の間口幅の 3分の 1

かつ
10m

● 広告塔・広告板の共通基準（②-4- ケ）


